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本年度における最低賃金の履行確保に係る主眼監督の実施等について

経済情勢の悪化等により､企業や労働者を取 り巻く状況は一段と厳しさを増してお

り､今後賃金の不払や賃金額の引下げ等が行われることも懸念されるところであるが､

このような状況の下､賃金の低廉な労働者に賃金の最低限を保障することにより労働

条件の改善に重要な役割を果たしている最低賃金の履行確保を図ることは従来にも増

して重要となっているところである｡

また､本年度における地域別最低賃金額の改定については､大幅に引上げられた (全

国加重平均で 16円の引上げ)ところであり､この履行確保が一層重要となっている｡

このため､本年度において今後実施する最低賃金を主眼とする監督 (以下 ｢最賃主

眼監督｣という｡)については､下記に留意の上､その適切な実施に遺憾なきを期され

たい｡

記

1 平成 20年 6月 17日付け基監発第 0617002号 ｢最低賃金の履行確保に係る一斉監

督の実施に当たって留意すべき事項について｣の記の 1において示 したとおり､当

初の年間監督措辞計画における業務量を確保 し､L__⊥ ~二 ~~~~~~~一 ~二 ~



に捉えた監督対象の選定に留意すること｡

3 最賃主眼監督の実施に当たっては､最低賃金法違反の有無にかかわらず､別添の

監督付表を作成 し､平成 21年 4月 15日 (水)までに､都道府県労働局労働基準部

賃金課室において取 りまとめの上､本省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課あて

送付すること｡



最 低 賃 金 監 督 付 表

竺 _l L
④監督年月日又は

復命審整理番号 !

地域別荘貸 ･ 特定最頂 ( 新産集別最賃 ･ 従来の産集別最賃 )

E地域別最低府会頼未満の労働者故 人 (うち女 人)

⑦

地
域
別
最
低

賃
金

1法違反の態様

〔上記のうちバ- ト(アルバイ ト) 人､障害者 人､外国人 人 (うち技能実習生 人)､派近 人〕

□ 約定賃金が地域別愚頂板未済(最賃4Qx2)･労基24)( 人)

口 約定賃金が地域別濃度較以上.支払貨金紋が地域別最頂板未満(最巧4①

男 : 時間板

女 時間鋭

】特定最低賃金繍未満の労伽者数 人 (うち女 人)

t 〔上記のうちパ- ト(アルバイ ト) 人､降雪著 人､外国人 人 (うち技能実菅生 人)､派遣 人)

口 約定想念が特定尾括較未満､支払甥金額が地域別盈摂餌以上

⑧特定
濃
低

拝
金

特定長沼硫未満(最頂4任)② .労基24)( 人)

r法違反の態様 口 約定拝金が特定濃閥 未乱 支払済金剛 軸 馴 lW 緬未満 最̀即 紗 労&24)( 人'

ロ 約定賃金が特定最頂紹以上､支払甥会期が地域別長頂鮫以上 ･特定取lS額未満(温位4① .労基24)( 人)

E □ 約定賃金が特定畏環視以上､支払貿金額が地域別最PE額未満(最IE14(丑,労基24)( 人)

約定項金が特定JS低損金繍未満者の賃金の最低額

男 . 日紙 ･時間額

女 日独 ･時間軸

1 適用される濃低兜金輔を知っているB

2 濃低甥金板は知らないが､最低預金が適用されることは知っている｡

3 最低賃金が適用されることは知らなかった｡

⑩最低損金硯を支払っていない理由

1 売上減 ･コス ト増により最低貿金額を支払うことができなかった0 2 賃金を時間税に換算 して比較 していなかった｡

3 最低賃金改定後に摂金改定をしていなかった. 4 最低賃金の適用除外許可が未更新であった.

5 パー ト(アルバイ ト)には適用がないと思っていた｡ 6 労働能力が低い場合には適用がないと思っていた.

7 外国人には適用がないと思っていた｡ 8 適用される最低賃金鎖を知らなかった｡

9 その他 (

(汰)1 本付表は､監督を夷施したすべての事業場について作成すること,なお､最低賃金法蔑4条に係る違反がない場合は.⑦､⑧及び⑩-の記入は不要で
あること｡

2 ③欄には､労舶基準局報告例規基準菜種分類の小分類までを記入すること｡
3 ⑤棚に､監督実施事業場に適用される最低耳金を□印で囲むこと｡なお､適用される最低手金が複数ある場合には､そのうち最も高い額の最低賃金
を□印でEEFむこと｡

4 ⑥欄には､適用される最低文金に関わりなく～当該事来場の全労働者敦を記入すること｡
5 ⑦欄は､地域別最低賃金のみが適用される労働者に係る法違反が認められた場合に記入すること.また､⑧欄は.地域別最低甥金と特定最低賃金の
両方が適用される労伽者に係る法違反が認められた場合r=記入すること｡なお､ ｢法速反の態様｣欄はー該当する項目すべてをチェックすること｡

6 @順はー加圧賃金r=mlする使用者の詑漣について､該当する番号を○印で囲むこと｡
7 Qlb順は､最低混食を支払っていない理由について､該当する番号を○印で囲むこと (複数回答可 )｡


